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令和２年度木津川市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和２年度木津川市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和２年度木津川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科目） （既決予定額）  （補正予定額）  （計）    

 （ 収    入 ）      

第１款 水道事業収益 １,８７１,７２４千円 ４,７５６千円 １,８７６,４８０千円 

 第２項 営業外収益 ５８８,０４９千円 ４,７５６千円 ５９２,８０５千円 

 （ 支    出 ）      

第１款 水道事業費用 １,８７１,７２４千円 ４,７５６千円 １,８７６,４８０千円 

 第１項 営業費用 １,８２３,５８２千円 ４,７５６千円 １,８２８,３３８千円 

 

第３条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額４０９,６３０千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとす

る。） 

   （科目） （既決予定額）  （補正予定額）  （計）    

 （ 収    出 ）      

第１款 資本的支出 ５５８,３８８千円 △５,６５０千円 ５５２,７３８千円 

 第１項 建設改良費 ４４７,９２４千円 △５,６５０千円 ４４２,２７４千円 

 

第４条 予算第６条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

   （科目） （既決予定額）  （補正予定額）  （計）    

（１）職員給与費 ２３５,３８０千円 △６,５１４千円 ２２８,８６６千円 

 

第５条 未処分利益剰余金３,３５２,３１８,７７２円の内、その他利益剰余金部分を地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により次のとおり処分する。 

 

  （１）自己資本金  ３,２７５,５８５,５６１円 

 

 

  令和２年１２月１日提出 

 

木津川市長 河井 規子      
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木津川市水道事業未処分利益剰余金処分計算書 

 

（単位：円） 

 
資 本 金 

未処分利益剰余金 
自己資本金 

令和元年度末残高（決算） 1,201,915,452 3,352,318,772 

議会の議決による処分額 3,275,585,561 △3,275,585,561 

 自己資本金へ組み入れ 3,275,585,561 △3,275,585,561 

処分後残高 4,477,501,013 76,733,211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


